
第434回定例会(令和7年12月)会議結果
◆議決結果と採決結果（各議員の賛否）
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町地域経営計画2026の策定

工事請負契約の変更

県市町村総合事務組合規約の変更

議案第9号
令和７年度高根沢町国民健康保険特別会計補正予算議決につ

いて

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備について

(内閣府令よる基準等の一部改正に伴い、所要の改正をするもの)

高根沢町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について

(内閣府令による基準の一部改正に伴い、所要の改正をするもの)

原案可決

議案第8号
令和７年度高根沢町一般会計補正予算議決について

(補正予算について議決を求めるもの（第11号まで同じ）)
原案可決

議案第7号

高根沢町土づくりセンターの設置及び管理に関する条例の一

部改正について

(土づくりセンターに刈草を搬入することに伴い、その利用料金を

設定するもの)

原案可決

議案第6号

原案可決議案第5号

原案可決

令和７年度　補正予算

議案第4号

議案第1号

高根沢町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の制定について

(国の「こども誰でも通園制度」の創設に伴い、町の基準を定める

もの)

原案可決

原案可決

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について

(町災害弔慰金等支給審査委員会を設置するため、所要の改正をす

るもの)

条例の一部改正

議案第2号
高根沢町課設置条例の一部改正について

(「産業課」を「農政課」と「商工観光課」に再編するもの)
原案可決

議案第3号
高根沢町印紙等購買基金条例の一部改正について

(栃木県収入証紙が廃止されることに伴い、所要の改正をするもの)
原案可決

上程された議案等（概要）
賛成：○　　　反対：×　　　欠席 ：欠　　　退場 ：退

議事進行のため採決に加わらず（議長または副議長）：－

採　決　結　果

議決結果

条例の制定

議案第12号

議案第14号
栃木県市町村総合事務組合規約の変更について

(佐野市が事務の共同処理に加入することに伴い、変更するもの)
原案可決

議案第10号

高根沢町地域経営計画2026の策定について

(高根沢町地域経営計画2026の策定について、議決を求めるもの)
訂正案可決

議案第13号

工事請負契約の変更について

(町民広場内既存施設解体工事の契約金額と工事期間を変更するも

の)

原案可決

令和７年度高根沢町介護保険特別会計補正予算議決について
原案可決

議案第11号 令和７年度高根沢町水道事業会計補正予算議決について 原案可決
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○ ○ ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ − ○ 退 ○ ○ ×

※全議案等を掲載しています。

採　決　結　果

議決結果

動議

動　　議

議員辞職勧告決議案を議題として追加することについて

(森弘子議員･野中昭一議員･齋藤武男議員･澤畑宏之議員･野口昌宏

議員･小池哲也議員･菅谷英夫議員･小堀秀一議員･瀧幸彦議員から提

出された動議）

動議成立

決議案

決議案第１号

横須賀忠利議員に対する議員辞職勧告決議案の議決について

(横須賀議員に対し、議員として自らその責任を重く受け止め、自

らの意思のより速やかに議員辞職をするよう強く勧告するもの）
決議案可決

地方自治法及び高根沢町議会会議規則
の規定により、２人以上の賛成者で動議
が成立。

諮問

諮問第１号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

(人権擁護委員１名の推薦）
原案適任

上程された議案等（概要）
賛成：○　　　反対：×　　　欠席 ：欠　　　退場 ：退

議事進行のため採決に加わらず（議長または副議長）：－


